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平成 16 年基準においては、特別会計を設けることができ、一般会計と特別会計に区分していました。 
平成 20 年基準では、公益社団、財団法人においては、このような会計は設けず、公益目的事業会計、

収益事業等会計及び法人会計に区分することになりました。 
 
公益目的事業会計は事業ごとに表示します。 
収益事業等会計は①収益事業と②その他の事業に区分します。 
 ①収益事業とは一般的に利益を上げることを事業の性格とする事業です。 
 ②その他の事業には法人の構成員を対象として行う相互扶助等の事業が含まれます。 
  例）構成員の共済事業、構成員相互の親睦を深めたり、情報交換を行ったりする事業 
法人会計では、管理業務に関するものやその他の法人全般に係るものを表示します。 
 
部門登録画面では以下のように集計区分に「１」や「２」を入れてください。 
下の例では 
code１～３が code４の公益目的事業会計に集計されます。 
code５～７が code８の収益目的事業会計に集計されます。 
合計には、公益目的事業会計と収益目的事業会計と法人会計が集計されます。 

 
 
 
 


